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　星野公平ニュース

Ｎｏ．１８１　　２０１３年　　３　月　２１　日

発行　　星野公平　　(日本共産党桑名市議団) 
自宅　　桑名市立花町１－１４－７　電話　２２－２９７５
発行所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室
ＴＰＰ　公約も国益も踏みにじる暴挙　交渉参加やめよ　　　　　　　　　　ｐ安倍首相は１５日、環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉への参加を表明しました。ＴＰＰは例外なき関税撤廃を前提とするものです。日米共同声明で聖域が守れるかのように主張した安倍首相の欺瞞は、日本共産党の国会追及などで土台から崩れています。「聖域なき関税撤廃が前提でない」など６項目の昨年の総選挙での自民党公約を踏みにじり、国民を裏切った決断は許されません。米国が主導するＴＰＰは、関税とさまざまな経済的規制を「包括的、高い水準」で撤廃し、一体化したルールのもとで“対等な競争”を保障しようというものです。これは、弱肉強食の世界であり、参加することは日本経済を極端にゆがめるものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐコメ生産をはじめとする日本農業に壊滅的打撃を与えることは、政府が、農業生産は「３兆円減」との試算を発表したことでも明らかです。農業は農地をはじめとする自然条件から切り離すことができません。ＴＰＰに参加する米国は１戸当たりの耕地面積が日本の９９倍、オーストラリアは１９０２倍で、“対等な競争”などもともと無理な話です。「競争力」のない産業は他国に明け渡せというのがＴＰＰです。農業の周囲には食品産業など広範な関連産業があり、農業の崩壊は地域経済全体の崩壊を引き起こします。北海道が道ぐるみでＴＰＰに反対しているのは当然のことです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐＴＰＰが長引く「デフレ不況」のなかで、働く人びとにとっても重大な影響をもたらすことは見過ごせません。ＴＰＰのもとで「国際競争力」を高めるために、企業はコスト削減の圧力に一段とさらされるからです。財界はその手だてとして規制緩和を重視しています。安倍政権はすでに労働力の「流動化」を掲げて、労働分野のさらなる規制緩和に乗り出しています。大企業が、ＴＰＰのもとで政府の後押しを受けながら、リストラを一段と追求することは確実です。　　　　　　　ｐ日本農業を切り捨て、大震災の被災地をはじめとする地域経済を切り捨て、働く国民の生活を切り捨ててまで、ＴＰＰに参加する理由などありません。参加してしまえば、条件が不利だからといって交渉を脱退することなどできず、どんな条件であっても丸のみせざるをえなくなります。それこそ国益に反するものであり、交渉への参加はやめるべきです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２日、市議会最終日に副市長と教育委員（教育長候補）の人事案件が提出予定（どんな人なのか説明を求めていく。）
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円

桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野）　　　　　　　　　　
桑名市議会　星野公平の代表質疑に対する答弁（３月６日）
１、市政運営の基本的な考え方を問う
【質問】市民から信頼される行政の構築と風通しの良い組織づくりとは、具体的に何をしようとしているのか。

【答弁】対話の機会を出来るだけ多く持ち、課題や思いを共有する事で、信頼関係が生まれ、より実情にあった市民サービスの提供ができるのではないかと考えている。公民連携の可能性も。
【質問】来る人（陳情・対話）拒まずの姿勢で市民に面会を。　　　　　　　　
【答弁】市長室での面会を拒むものではないが、自治会（自治組織で市政のパートナー）などを通して申し出て頂いた方がよいのではないか。自らも出向きます。
【質問】行政改革の推進と指定管理者制度について、（入札問題は要望のみ）
【答弁】今度、総合計画を見直すことになり、来年度以降に新しい行政改革大綱を策定する。行政が設定する目標値が甘くなる事ついては、今後十分配慮して行く。指定管理者制度の運用は、総務省通達や選定委員会の意見を踏まえ、必要に応じて施設管理に関する運用形態の見直し等を行っていく。

【質問】納税者の視点で次の世代に責任の持てる財政とは何か。

【答弁】納税者の視点に立って効果的な事業に活用する事が重要と考えている。サービスの提供側と受ける側の目線の他に、もう一つ、サービスの費用を負担しているのは誰なのかと言う目線が必要だ。この認識を持ち、事務・事業を進めるならば、税金の無駄づかいとなるような予算の使い方を防ぐことができ、それによって市民サービスを十分に維持できると考えている。　　　　　　　　　　　
【質問】新病院整備事業について、２０１５年４月開院は「早かろう・安かろう・悪かろう｣に為らない。今こそ住民参加で精査をすべきではないか（実施設計は随意契約でいいのか）

【答弁】今月中に基本設計書が完成し、今後、実施設計書を作成し、建設工事に入る。開院に向けたスケジュールはタイトであるが市の現状をみると出来る限り早く新病院を核とした再構築が重要である。懇談会・広報などで市民からは意見を頂いている。契約は規定に則って透明性が確保できる事を基本とします。　　
【質問】安心・安全、地域に信頼される学校づくりについて、① 具体的に何をするのか。② 「学級満足度調査」で問題点が分かるのか。③ 先生は充分に子供達に向かい合っているか。　　　　　　　　　　　　　　　　　《 裏面に続く 》
【答弁】① 子どもたち１人１人が大切にされて、毎日笑顔いっぱいで過ごせる、自分の居場所がある学校をめざすことが重要です。保護者や地域の方々から支援・協力を得てこうした取り組みを続ける事で、学校への信頼も更に深まってくると考えています。（もっと具体的な施策を示して欲しいものだ。）② 「学級満足度調査」は、教師から見た実態と児童生徒の内面とにずれが生じるなどその思いや状況を充分に捉えられていない場合等に補える。客観的に把握でき、不登校・いじめ・荒れの早期発見や学級経営の改善・授業の改善にも期待できる。③ 教師が児童生徒と向き合える時間を確保する事は大切であり、教師の負担軽減・事務処理の効率化を進め、改善・工夫を図る必要がある。（教師自身と校長がＬＳを）
2、 来年度一般会計予算について

【質問】来年度一般会計予算について、① 人権施策での基本方針・基本計画の見直しは、主にどの点か。② 駅西区画整理事業について、繰越と来年度の考えは。③ 非正規職員の時給は上げないのか（景気回復に大きな力になる）

【答弁】① インターネット等による人権侵害は大きな社会問題になっている。市民意識調査をし、課題解決に向けた今後の方向性を検討し、差別のない明るいまちの実現を目指す。② 権利者との移転交渉に不測の時間を要したために繰越となった。事業に進捗に必要な事業費は６月議会に補正をお願いする。（当初予算を審査しているのにもう６月補正を予定しているとは驚きだ。）③ 近隣市町を参考に、状況に応じて改善が可能なところから取り組んでいく。　　　　　　　　　　　
【要望】介護保険事業に関して、長崎の事件を例に、グループホーム等泊まれる施設の安全性の確保のために建築、福祉、消防の３部門の更なる連携を要望する。　　　　　　　　　　　
【質問】水道料金、下水道利用料金の値上げについて、何故市民につけを回すのか。桑名の総水需要、大口先の需要、地下水の利用、県水の高額購入、市民の節水は悪なのか、等を問う。

【答弁】桑名の総水需要は把握できず有収水量を基準にしている。大口先の需要の減少は製造業で顕著。下水道を利用してない大口先の地下水の利用は把握できない。県水の高額購入は長島のために仕方がないが、企業庁に働きかけを引き続き行う。市民の節水は、資源の少ない日本において有意義である。（市は水道料金の値上げの理由の一つに一般家庭の水需要の減少をあげている。）　　　　　　　
以下の２点は時間が無く、質問できなかった。今後、機会をみて質していきます。

３、「地域主権改革」に対する市長の見解を問う。この問題で市長と論議したい。

４、市長等の給与削減（何のためなのか）及び職員の退職金引き下げ（職員の将来設計はどうなるのか）について。聞きたかった。　　　　　　　　　　　　　　
３月議会最終日には、提出されている４５議案中、来年度予算１０議案すべてと、今年度補正予算のうち一般会計と国保会計の２議案、指定管理者関連の条例制定・一部改正３議案、障害者自立支援法を障害者総合支援法に変えたための文言変更２議案、職員退職手当の改定１議案、「地域主権一括法」の成立によって地方自治体に権限が移譲され、制定・一部改正される条例９議案、上下水道料金・利用料金値上げの条例の一部改正２議案、の合計２９議案に反対討論をします。
４月２８日は「主権回復の日」か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　従属と屈辱の日を「祝う」のかー式典の「中止」を求める。　ｐ３月１２日、安倍内閣は、サンフランシスコ平和条約が発効した４月２８日に、政府主催で「主権回復の日」式典を開催することを決定しました。　　　　　　　　　ｐしかし、１９５２年４月２８日に発効したサンフランシスコ平和条約と、同日発効した日米安保条約によって、日本は形式的には独立国となったものの、実質的にはアメリカへの従属国の地位に縛り付けられたというのが歴史の真実です。この日を祝う「式典」を行うことは、今日まで続く対米従属という国民的屈辱を「祝う」ことに他なりません。日本共産党は、このような式典の企てをただちに中止することを強く要求するものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐサンフランシスコ平和条約は、当時、多くの日本国民の反対を押し切って締結（１９５１年９月８日に調印、１９５２年４月２８日に発効）されたもので、この条約には、大きく三つの重大な問題点をもっているものでした。　　　　　　　　　　　ｐ第一は、これが全面講和でなく単独講和であったことです。　　　　　　　　　ｐ第二は、「領土不拡大」というカイロ宣言、ポツダム宣言に明記された第２次世界大戦の戦後処理の大原則に背く、重大な誤りが持ち込まれたということです。沖縄は、その後、長きにわたって本土から切り離されて米軍の直接統治下に苦しみ、千島列島は未だにロシアの支配下におかれるという問題が作り出されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ第三に、「連合国のすべての占領軍」の撤退を規定しながら、新たな条約にもとづく「外国軍隊の日本国の領域における駐屯又は駐留を妨げるものではない」として、米軍駐留の継続を認める特別の規定が設けられたことです。　　　　　　ｐ今日なお、多くの日本国民を苦しめている世界でも異常な米軍基地の重圧も、日本国憲法第９条に反する米軍と自衛隊との地球的規模での軍事的共同も、すべてその根源をたどると１９５２年４月２８日に発効した日米安保条約に行き着くのです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐこうして、サンフランシスコ平和条約発効の日を「祝う」ことは、日米安保条約発効によって日本の異常な対米従属が固定化された日を「祝う」ことであり、沖縄を本土から切り離した屈辱の日を「祝う」ことであり、千島列島を放棄したことを「祝う」ことに他なりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ同時に、この動きが、日本国憲法を安倍政権の言う「主権回復」以前に制定されたものとして、その改変を求める動きと一体のものであることも極めて重大になってきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ日本共産党は、「主権回復の日」式典の企てを、ただちに中止することを、重ねて要求するものです。（３月１４日に日本共産党が発表した、政府が開く「主権回復の日」式典についての見解より要約）
日本共産党　大演説会　　　　　　　　　　　　　　　　　４月２８日(日)午後２時開会　津市三重県総合文化センター　　ｐｐｐｐ弁士　市田忠義　書記局長（参議院議員）　　　　　　　　　ｐｐｐｐ井上さとし（参議院議員）、中川たみひで（県国民運動部長）
�











